
法人会加入のおすすめ

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動
○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に
役立ちます。

4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは

〒838-0068　福岡県朝倉市甘木955-11　朝倉商工会議所会館3F
Tel（0946）24-5757　Fax（0946）23-2844
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　平成27年５月22日開催の定時総会及び臨時理事会において、代表理事に選任されました矢野
です。
　会員の皆様のご協力、ご指導をお願い申し上げます。
　田口前会長の就任時は、「一般社団法人」から、より公益性の高い事業が求められる「公益社団
法人」への移行が進められました。初めて経験することでもあり多少の混乱もありましたが、組
織の運営を安定させ、租税教室をはじめとした各種公益事業を展開されました。特に、子供達を
車の事故から守りたいと、危険を知らせる飛び出し人形看板の設置は大きな効果を生み、朝倉警
察署より表彰されました。
　また、５年間継続して会員の純増拡大という偉業を成し遂げました。
　本年10月に徳島市で開催される全法連全国大会で特別表彰を頂くことになりました。改めて、
田口前会長の功績に敬意を表します。
　さて、日本は人口減少、高齢化の進展というかつて経験した事がない未曾有の領域に突入いた
しました。私共の地方においても同じことが言えます。
　人口が減り、事業所数が減っていく中、組織を維持し財政基盤を確保していくためには、会員
拡大は必須です。
　今後、これまでの公益事業を継続しながら、次の重点課題に取り組んでまいります。
①　積極的な経営者を支援する団体を目指していきます。
　・マイナンバー制度の導入周知と対策について研修致します。
②　人口減少に、法人会として新しい切り口を模索していきます。
　・地域の方々と共に学び問題点を提唱します。
③　青年部、女性部の相互の連携を強化推進していきます。
　・部会の連携や意欲的な活動により親会の更なる魅力アップにつなげていきます。
　
　以上の課題に取り組むことで地域に開かれた法人会の社会的存在価値を高めていくことができ
ると考えます。
　会員の皆様に改めてご協力と事業への積極的な参加をお願い申し上げ、就任の挨拶と致します。

甘木朝倉法人会　会長ご挨拶

マイナンバー制度のお知らせ

青年部会の活動について

女性部会の活動について

税に関する絵はがきコンクール優秀作品

租税教室を受講した小学6年生の感想

－守りたい !子供たちの生命と安全－
・飛び出し人形の贈呈
・防犯ブザーの贈呈
・緑のカーテンの設置

委員会・各支部の活動

中古住宅が循環する社会へ
日刊工業産業研究所 所長  岡田直樹

２月 14日は予防接種記念日
富田英壽

………………………2

……………………3～4

………………………………5

………………………………6

……………7

………………8

………………9

………………………………10

……………………11～12

…………………………13

（目的）
　この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・
発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

（事業）
　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
⑵税制の調査研究及び提言に関する事業
⑶地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業
⑷地域社会に貢献することを目的とする事業

⑸会員の交流を図るための事業
⑹会員の福利厚生のための事業
⑺その他この法人の目的達成に必要な事業

ご 挨 拶

矢野 清博会長

公益社団法人 甘木朝倉法人会の目的及び事業

秋の黒門　〈写真提供〉小嶋崇利 氏
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平成27年10月から
マイナンバーが国民のみなさまのもとに！

マイナンバー導入チェックリスト

・マイナンバーは国民一人ひとりが持つ１２桁の番号で「通知カード」が送られてきます。
・平成２８年１月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まります。
・マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバー制度、はじまります。

平成２７年１０月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けします。

・社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作業
の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
・正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現し
ます。

行政手続が、早く、簡単かつ正確に行えるようになります。

・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出
を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、ま
たその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

もっと詳しく知りたい方は　　　　　で検索。又は０５７０-２０-０１７８へお問い合わせください。

（受付時間）土日祝日、年末年始を除く９：３０～１７：３０

マイナンバーに関するホームページやコールセンターがあります。

愛称：マイナちゃん

マイナンバー

マイナンバー

※ナビダイヤルは通話料がかかります。　※平日9時30分～17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、０５０－３８１６－９４０５におかけください。

☆マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、
従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。

　従業員数の少ない事業者では、以下のチェックリストを参考にしてください。

マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう（給料や社会保険料を扱っている人など）。

マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金
保険届出」「雇用保険届出」）を伝えましょう。

マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カー
ド」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。

マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
無理にパソコンを購入する必要はありません。

パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセ
キュリティ対策を行いましょう。

従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナン
バーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。

裏面を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なこと
を知ってもらいましょう。

担当者の明確化と番号の取得

マイナンバーの管理・保管

従業員の皆さんへの確認事項

ご不明な点はマイナンバーのコールセンター
0570－20－0178 へ

導入準備は進んでいますか？

※従業員で身元の確認が十分できている場合
は、番号だけ確認してください。
※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの
番号確認や身元確認が必要となります。

「通知カード」「個人番号カード」
表面
（案）

裏面
（案）

−3−



平成27年10月から
マイナンバーが国民のみなさまのもとに！

マイナンバー導入チェックリスト

・マイナンバーは国民一人ひとりが持つ１２桁の番号で「通知カード」が送られてきます。
・平成２８年１月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まります。
・マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバー制度、はじまります。

平成２７年１０月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けします。

・社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作業
の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
・正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現し
ます。

行政手続が、早く、簡単かつ正確に行えるようになります。

・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出
を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、ま
たその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

もっと詳しく知りたい方は　　　　　で検索。又は０５７０-２０-０１７８へお問い合わせください。

（受付時間）土日祝日、年末年始を除く９：３０～１７：３０

マイナンバーに関するホームページやコールセンターがあります。

愛称：マイナちゃん

マイナンバー

マイナンバー

※ナビダイヤルは通話料がかかります。　※平日9時30分～17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、０５０－３８１６－９４０５におかけください。

☆マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、
従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。

　従業員数の少ない事業者では、以下のチェックリストを参考にしてください。

マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう（給料や社会保険料を扱っている人など）。

マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金
保険届出」「雇用保険届出」）を伝えましょう。

マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カー
ド」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。

マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
無理にパソコンを購入する必要はありません。

パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセ
キュリティ対策を行いましょう。

従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナン
バーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。

裏面を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なこと
を知ってもらいましょう。

担当者の明確化と番号の取得

マイナンバーの管理・保管

従業員の皆さんへの確認事項

ご不明な点はマイナンバーのコールセンター
0570－20－0178 へ

導入準備は進んでいますか？

※従業員で身元の確認が十分できている場合
は、番号だけ確認してください。
※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの
番号確認や身元確認が必要となります。

「通知カード」「個人番号カード」
表面
（案）

裏面
（案）

−4−



青年部会 女性部会

　私たち青年部会は、甘木朝倉の法人会会員とその後継者、50歳以下
の次世代を担うメンバーで構成されていまいます。約90名の部会員の
中から13名の理事が選出され、理事を中心に社会貢献活動を取り組ん
でいます。その中軸となるのが、甘木朝倉の６年生を対象に「租税教室」
を行なっています。青年部会員が自ら先生となって税金の意義と役割
について授業を行ないます。この活動は平成19年から続いていまし
て、本年度も６校を計画しているところです。
　小学校には、青年部会員２名で出向きます。１人は先生役、もう１
人はアシスタント役をします。自己紹介後、まず知っている税金の種
類を児童に問いかけます。以外と沢山の税金の名前が上がります。そ
の中で消費税を中心に話を進めて行きます。途中、税金のない社会の
ビデオアニメも見てもらいます。その後、暮らしと税金の関係性をみ
んなで考える授業内容です。「税」への関心が高まる様に時事ネタも盛
り込んだりもします。
　大変なところは、授業時間45分１コマで、税金の意義と役割を「簡
潔に」「分かりやすく」教えなければいけないことです。当然、先生役
の我々も税の勉強をして授業に挑むわけですが、中には難しい質問を
投げかける生徒もいらしゃいます。授業進行を大きくそれることなく、
短い時間で正確に回答せねばなりません。その場面が一番苦労すると
ころでもあり、大変面白いところでもあります。「次の甘木朝倉を担う
児童たちに税金と社会の関係性を説く先生」我々もその大役や緊張を
克服するよい機会になります。これらの活動は、社会貢献でもあり、
経営者としての大切な自己修練の場と青年部会は考えています。
　今後重要になってくるのは、「継続と熟成」です。これらの社会貢献
活動の継続は、甘木朝倉法人会会員の企業後継者育成が、そのまま色
濃く影響してきます。会社が元気でなければ、社会貢献活動はできま
せん。また、部会員自らが勉強や経験を積まなければ企業が成長しま
せん。正に青年部会の核心はここにあります。社会貢献を通じて、地
域社会と企業の発展に繋がるよう今後も活動してまいります。

租税教室
－伝える社会の仕組みと自己修練の場－

青年部会長  北川智英 女性部会長  木村栄子

　女性部会も本年度は役員改正の年で、選出は難航し
ましたが旧役員の続投をお願いしたり、新しい方をお
迎えしたりと無事スタートいたしました。
　夏休みに入った7月には、さっそく学童保育の租税
教室も始まりました。
　法人会のマークが入った上着を作りおそろいで着用
（みんなと一緒というのは心強いものです）。
　それぞれに役作りをし、かわいいコドラの声、やさ
しいママの声、黒い雲の声等出席してもらった役員の
方の持ち味や雰囲気に合わせて読んでもらうことにし
ました。
　三校の学童に行きましたが、ある学童では紙芝居が
めずらしいらしく、自分達も読みたいとせがまれて
困ってしまう場面もありました。
　それなら「1回紙芝居をみてからね」ということに
なり、最後はワイワイ女の子が読んで、男の子が紙芝
居をめくったりとたいへん盛り上がりました。
　みなさんが教室で毎日使っている物も全部税金とい
うお金で買ったものだから大事に使おうねと結んで終
わりました。
　小学六年生の租税教
室へ向けて私共役員も
知識を深めていきたい
と思っております。
　会員の皆様もぜひご
協力ください。
　女性部会がんばります！

租税教室の取り組みについて
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税に関する絵はがきコンクール
優秀作品

租税教室を受講した
小学6年生の感想

※学年は、平成26年度当時のものです。

甘木小学校 6年
国松 流唯（くにまつ るい）

中牟田小学校 6年
大迫 里華（おおさこ りか）

大福小学校 6年
綾部 沙耶香（あやべ さやか）

朝倉東小学校 6年
平山 千紘（ひらやま ちひろ）

金川小学校 6年
 林 裕太郎（はやし ゆうたろう）

甘木小学校 6年
立山 日向子（たてやま ひなこ）

立石小学校 6年
坂田 菜夏（さかた なな）

蜷城小学校 6年
塚本 悠己（つかもと はるき） 松末小学校 6年

小嶋 琴美（こじま ことみ）

立石小学校 6年
江﨑 千夏（えざき ちなつ）

中牟田小学校 6年
田中 美希（たなか みき）

甘木小学校 6年
郷原　 里（ごうはら さと）

金川小学校 6年
中島 璃香（なかしま りか）

最
優
秀
賞

優
秀
賞

Y.Kさん
E.Tさん

K.Nさん H.Tさん

S.Kさん

M.Iさん
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－守りたい!子供たちの生命と安全－ 委員会・各支部の活動
－環境問題にも取り組んでいます!－

飛び出し人形の贈呈 防犯ブザーの贈呈
　安全・安心な地域づくりと児童の安全を守ることを
目的に、毎年4月に管内の小学校に入学するすべての
新１年生に防犯ブザーを贈っています。平成18年か
ら始めたこの事業も今年で10回目となり、総計で
7700個の防犯ブザーを贈りました。
　子供たちに対する
犯罪防止の為に今後
もこの活動を継続し
ていきます。

南陵支部／筑後川凧揚げ大会南陵支部／筑後川凧揚げ大会

税制委員会／税制改正提言活動税制委員会／税制改正提言活動

東
部
支
部
／

神
田
紅
独
演
会

女
性
部
会
／

税
務
研
修
会

　

研
修
委
員
会
／

経
営
講
演
会

朝
倉
支
部
／

環
境
美
化
活
動

社会貢献委員会／ひみこ杯小学校バレーボール大
会

社会貢献委員会／ひみこ杯小学校バレーボール大
会

甘木東支部／環境美化活動
甘木三支部／はなみずき通りイルミネーション事業

秋
月
支
部
／

天
野
甚
左
右
衛
門
顕
彰
碑
除
幕
式

　交通安全の推進と子供を車から守ることを目的に、
小学校、小学校ＰＴＡ及び甘木警察署の協力を得て、
交差点などの危険箇所に「飛び出し注意」の人形看板
を設置しています。平成22年度から４年間かけて管
内危険箇所260地点の設置が完了しました。現在は、
新たな交差点での設置や、看板の破損に伴う交換等の
ため毎年一定数の補充を行っています。今後とも、管
内の交通事故がゼロになることを願って活動していき
ます。

緑のカーテンの設置
　CO2削減・節電の取り組みの一環として、管内の小
中学校を対象に年間計画で、緑のカーテンを設置して
います。27年度は朝倉東小学校で、先生方の協力を
得て設置作業を行い、寄贈しました。
　猛暑が続く中、緑のカーテンは少しでも子供たちを
暑さから守ってくれるものと思います。今後も活動を
続けていきます。
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　2015年は〝空き家対策元年〟に位置づけられよ

う。深刻化する空き家問題を解消しようと、「空き家

対策特別措置法」が完全施行になった。自治体は特に

倒壊リスクが高く、景観を損ねている危険な空き家を

「特定空き家」に指定し、所有者に除却や修繕を命じ

たり、過料を徴収したりすることができるようになっ

た。「特定空き家」の所有者が勧告に従わなければ、

更地の６分の１だった固定資産税の税率が更地と同様

になる恐れもある。空き家の増加に歯止めをかけるに

は空き家の撤去策とあわせて、中古住宅の利用促進策

をもっと強力に推進すべきだ。

　総務省の「住宅・土地統計調査」によると、2013年

10月現在の空き家数は住宅総数の13.5％にあたる約

820万戸で過去最高になった。５年前に比べて63万戸

（8.3％）増えた。今後も増加が続けば地域の防災や治

安に重大な支障を来す恐れがあるとして、昨年の臨時

国会で空き家対策特別措置法が成立。政府と自治体が

一体となって対策に本腰を入れることになった。

　住宅総数に占める空き家の割合（空き家率）は、鹿

児島、高知、島根といった高齢化や過疎化が進む県ほ

ど高くなっている。地方の過疎地では、倒壊や火災の

危険性がある不良空き家も珍しくない。それは「団塊

の世代」が多く暮らす東京の、遠くない将来の姿かも

しれない。「居住者が郊外の一戸建てから都市部のマ

ンションに転居した」、「親から相続により住宅を取得

した人が入居しない」、「転勤等の長期不在」といった

理由で、空き家率は上昇を続ける。

　自治体のなかには空き家所有者にインセンティブを

設け、撤去を促すところもある。都内で初めて空き家

対策の条例を設けた東京都足立区は、倒壊等の危険が

差し迫った状態にある老朽空き家の実態を調査し、指

導、勧告を行っている。特徴的なのは、勧告によって

木造の老朽空き家を解体する場合、100万円を上限に

工事費の９割を助成することだ。長崎市、山形市、富

山県滑川市は、危険な老朽空き家を対象に、土地建物

を自治体に寄付し跡地を地域で管理することを条件に

公費撤去を実施している。

　ただ、こうした公費投入による自治体の撤去促進策

は、運用いかんで思わぬ“副作用”が出かねないとの

指摘もある。「空き家を放置しておけば、いずれは自

治体が公費を投入してくれると考え、自主的に撤去を

しなくなる所有者が出てくるのではないか」と、空き

家所有者のモラルハザードの問題を懸念する専門家も

いる。

　空き家の増加に歯止めをかけるには、撤去促進策に

加えて、中古住宅の利用を促し、新築より中古を購入

した方が得になる仕組みに変えていく必要がある。国

や自治体は中古住宅の品質保証に重点を置くととも

に、中古住宅の改修に対する助成や、中古住宅を公営

住宅の代わりに活用する場合の家賃補助、優良賃貸物

件の居住者を対象にした家賃所得控除といった中古住

宅活用促進策を総動員したい。福岡県は全国の自治体

で初めて中古住宅の購入者を対象に、間取り変更等の

改修費用の20％（最大20万円）を補助する制度を設け

た。空き家の流通を促し、廃屋になるのを防ぐ狙いが

ある。今後は長期優良住宅の認定を受ける住宅が増

え、住宅の「長寿命化」が進むとみられるだけに、こ

うした取り組みが全国に広がってほしい。

　良質で割安な中古物件が円滑に供給されるようにな

れば、重い住宅ローンの負担から解放され、暮らしの

質を高める効果が期待できよう。子育て世帯が狭いア

パートに暮らし、一人暮らしのお年寄りが郊外の一戸

建てに住むという、ミスマッチの解消につながるかも

しれない。

　 　戦後は住宅難解消のため、また90年代以降は景気

対策の観点から、新築住宅の供給が奨励されてきた。

だが、人口減少や高齢化が進み、新築販売の伸び悩み

が予想されるなかで、中古住宅が循環する社会へ政策

転換は待ったなしだ。

【筆者紹介】
岡田直樹（おかだ・なおき） 
1984年に日刊工業新聞社入社。記者として金融、電機、情報通信などの産業界、経済産業省、金融庁、内閣
府などを担当する。論説委員、南東京支局長、論説委員長などを経て2015年５月から日刊工業産業研究所所長。
埼玉県出身、56歳。　
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２月14日は予防接種記念日
富田英壽

　今、西アフリカ諸国で起こっているエボラ出血熱の
流行は、2014年３月にギニアでの集団発生から始ま
り、これまで知られている流行のうち最も大きな流行
となって、最近ではアメリカ本土にも侵入し患者が発
生しています。
　エボラウイルスによる伝染病で、血液や体液との接
触によりヒトからヒトへ感染が拡大し、多数の死者を
出す流行を起こします。そのため、「国際的に懸念さ
れる公衆の保健上の緊急事態」となっています。
　昔は、天然痘も全世界にウイルスで伝染していった
大変恐ろしい病気でしたが、種痘という予防接種で今
は根絶されて、無くなりました。エボラ出血熱も早く
予防接種が出来るようになると伝染が防げるようにな
ることが期待されるところです。
　ところで、伝染病の予防接種が話題になっているこ
の時期に、江戸時代の終わりに、この予防接種に日本
で初めて成功し、それを広める為に尽力した人たちが
筑前の秋月藩にいました。取り組んだ病気は、天然痘
という病気で、その予防接種・種痘であります。
　その人たちとは、秋月藩医緒方春朔、大庄屋天野甚
左衛門と秋月藩主黒田長舒の３人であります。
　秋月藩医緒方春朔は、中国の医学書『医宗金鑑』に
掲載されていた人痘種痘法を研究し、ほぼ実施のめど
が立ったが、実験台に困っていたところ、上秋月の大
庄屋天野甚左衛門の理解と協力を受け、彼の２児に人
痘種痘の実験台になってもらいました。
　それは春朔が実験台になってもらうように頼んだの
ではなく、かねてから種痘の話を春朔から聞いていた
天野甚左衛門が、自から進んで自分の２児を実験台に
使うように春朔に申し出たのであります。術が未熟
で、他人様の子に施すことはできぬと固辞する春朔
に、「種痘を試しても応ずるか応じないかの違いだけ

でしょう、反応すれば後々
どれだけの人びとに役立つ
でありましょうか」としき
りに実施するように春朔に
奨めたと言います。
　緒 方 春 朔 は、寛 政 ２
（1790）年２月14日に、天

野甚左衛門の２児に、初めて人痘種痘を実施し、２児
ともに成功しました。もしこの時、天野甚左衛門の理
解と協力がなければ、春朔の種痘の成功はなかったの
であります。
　藩主黒田長舒は、緒方春朔を藩医に取り立てて春朔
の種痘研究を助け、成功した種痘を全国に広げるよう
支援しました。
　日本の予防接種・種痘は、秋月藩において日本で初
めて成功し、秋月から始まって全国に広まっていった
訳です。あの有名なジェンナーの牛痘種痘法発明に、
先立つこと６年前のことであります。ジェンナーの牛
痘種痘法が日本に導入されてくるまでの約60年間、
我が国の天然痘予防に貢献したのであります。
　こうして恐ろしい天然痘は、緒方春朔、天野甚左衛
門や黒田長舒の功績やジェンナーを初めて多くの世界
の医学者のお陰で、予防接種により世界から撲滅させ
ることができました。約35年前の1980年にＷＨＯ（世
界保健機関）は、「世界天然痘根絶」を宣言しました。
　私たちは、秋月藩の３偉人による「済世利民」の大
なる偉業のお陰で、毎日健やかに幸せに生きていると
言っても過言ではありま
せん。この大いなる偉業

に心から感謝しなければ
なりません。　
　この秋月藩の３偉人
が、日本で初めて天然痘
の予防接種・種痘を成功
させた日、2月14日が予
防接種記念日と制定され
ました。　　　（2014・7・1）

・昭和12年２月３日生まれ
・現住所：福岡県朝倉市甘木1971-2
・久留米大学医学部卒　医学博士
・現在　医療法人 富田耳鼻咽喉科医院 理事長
・主な著書『その時どきに心をこめて』
　　　　　『天然痘予防に挑んだ秋月藩医 緒方春朔』
　　　　　『「めまいは」はどうしておこるの』

富田 英壽（とみた ひでひさ）

著者プロフィール

〒830-0032
福岡県久留米市東町38-1　大同生命ビル7F
TEL.0942-39-7551　FAX.0942-39-1817
（受付時間：午前9時から午後5時まで／土・日・祝日・年末年始を除く）
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法人会加入のおすすめ

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動
○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に
役立ちます。

4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは

〒838-0068　福岡県朝倉市甘木955-11　朝倉商工会議所会館3F
Tel（0946）24-5757　Fax（0946）23-2844

●編集・発行／公益社団法人甘木朝倉法人会

●発　行　日／平成27年9月15日（第58号）
●印刷・製本／株式会社　四ヶ所
　　　　　　　〒838-8512 福岡県朝倉市馬田336　Tel.0946-22-2369

〒838-0068 福岡県朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3F
Tel.0946-24-5757  Fax.0946-23-2844
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